
令 和 5 年 11 月 21 日

都 市 整 備 部 公 園 河 川 課
資 料

専決処分の報告について

事故発生月日 発生時間 発生場所 賠償額（円）

概
要

開発緑地No407（篠田３丁目）において、公園河川課会計年度任用職員が草刈り作業を行ったところ、小石
が飛散し、隣接する集合住宅駐車場に駐車している車両の右側前方ドアの窓ガラスを破損させた事故で
ある。

賠償内容 専決処分年月日

令和5年8月17日 午前9時頃
青森市篠田三丁目
（開発緑地No.407隣） 247,750

車両修理費及び
代車費用

令和5年11月16日

事故発生箇所：篠田３丁目4-54

（開発緑地№407）

被害車両駐車箇所 破損状況（運転席窓ガラス） 破損状況（飛び石飛散箇所）


